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議案第１号

取手庁舎非常用発電設備改修工事請負契約の締結について

取手庁舎非常用発電設備改修工事につき，次のとおり仮工事請負契約を締結したの

で，地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により，議会の議決を求める。

記

１ 契約の対象 取手庁舎非常用発電設備改修工事

２ 契 約 金 額 金１７３，０３０，０００円

３ 契約の相手方 東進・中山特定建設工事共同企業体

代表構成員 茨城県取手市新町一丁目８番３８号

東進電気株式会社 取手支店

支店長 切替 茂光

構成員 茨城県取手市野々井２３２番地２

株式会社中山電機

代表取締役 中山 茂

４ 契 約 方 法 一般競争入札

令和２年２月１７日提出

取手市長 藤 井 信 吾
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契約についての説明資料

１ 工事名称 取手庁舎非常用発電設備改修工事

２ 工事場所 取手市寺田５１３９番地

３ 工事概要 これまで，災害等により取手庁舎で停電が発生した場合において，

災害対策本部が設置される新庁舎には非常用発電設備により電力

が供給される一方，本庁舎や議会棟など取手庁舎全体に電力が供給

される状況にはありませんでした。

取手庁舎全体について，非常時において必要な業務遂行及び業務

継続を可能とするよう電力供給体制を見直し，防災機能を向上させ

るため，非常用発電設備の改修工事を行うものです。

（１）既存非常用発電設備（250kVA）の撤去

（２）非常用発電設備（400kVA）の新設

（３）既存キュービクルの改修

（４）各分電盤の改修

４ 工事期間 自 議会の議決の日の翌日

至 令和２年１１月１０日

５ 入札参加業者（２業者）

東進・中山特定建設工事共同企業体

日電・大勝特定建設工事共同企業体
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参考資料

入 札 調 書

（単位：円）

件 名 取手庁舎非常用発電設備改修工事

履行場所 取手市寺田５１３９番地 契約方法 一般競争入札

入札会場 財政部管財課 入札日時 令和２年１月２１日

予 定 価 格 \174,922,000 入札書比較価格 \159,020,000

最低制限価格 \154,594,000
最低制限価格

入札書比較価格
\140,540,000

入札者 入札第１回

東進・中山特定建設工事共同企業体 \157,300,000 落札

日電・大勝特定建設工事共同企業体 \158,100,000

上記金額は，入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額で

ある。

契約金額 金 173,030,000 円
請負者

氏 名

東進・中山特定建設工事共同

企業体

仮契約

年月日
令和２年１月２２日 契約期間

自 議会の議決の日の翌日

至 令和２年１１月１０日



取手庁舎
非常用発電設備改修工事Ｂ１Ｆ（本庁舎）

２Ｆ（議会棟・本庁舎・新庁舎）

３Ｆ（本庁・新庁舎）

４Ｆ（本庁舎）

ＲＦ（本庁舎）

ＰＨＦ（本庁舎）

：非常用発電設備からの電源供給範囲

配置図

ＰＨＦ（新庁舎）１Ｆ（議会棟・本庁舎・新庁舎）

（改修）非常用発電設備

（改修）受変電設備

本庁舎 新庁舎

議会棟

現業棟
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